
7 1414広報みほ　令和２年５月号 広報みほ　令和２年５月号広報みほ　令和２年５月号

住宅用新エネルギーおよび省エネルギー機器設置

▼補助対象の条件
・美浦村に１年以上住所を有する方もしくは村内に事業所を有する事業者。
・申請者が自動車検査証の使用者であり、補助決定後３年間は保有できること。

▼補助対象機器および補助金額
・電気自動車（４輪以上の車）１台１０万円　・プラグインハイブリッド車　１台５万円

▼申請時の添付書類
・低公害対策車購入に係る見積書の写し　・法人事業者は、法人所在証明書　
・個人事業者は、申請者が営む主な事業、内容を記した書類および村内での営業活動が確認できる書類
・村税等納付（納入）状況確認承諾書　・申請を委任する場合は委任状

■問合せ　生活安全課☎０２９－８８５－０３４０（内）２１４・２１５

低公害車購入

スズメバチの巣を駆除した土地の所有者および管理者に対し補助金を交付しています。補助金を申請する
方は、駆除処理が終了した日から３０日以内に、以下の書類を生活安全課に提出してください。

▼補助金額
　処理費用の２分の１の金額（百円未満切り捨て）上限１万円

▼申請時の添付書類
・美浦村スズメバチ駆除費補助金交付申請書　　　・スズメバチの巣の駆除に要した費用の領収書の写し
・駆除前および駆除後の現場が確認できる写真　　・村税等納付（納入）状況確認承諾書

スズメバチの巣を駆除した人に補助金を交付します

生活環境改善に向けて

各種補助金制度を活用しましょう

生活環境改善に向けて

各種補助金制度を活用しましょう

子育て支援センターは、未就学児とその保護者が一緒に遊んで交流できる場です。子育て情報
の提供、子育てに関する相談等を通じて子育て支援を行っています。お気軽にご利用ください。

６月の子育てひろば
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【日　時】６月５日（金）午前１０時３０分～１１時３０分

【場　所】子育て支援センター　わくわくルーム

【講　師】増尾歯科衛生士さん

【対　象】未就学児とその保護者　＊託児なし

【内　容】歯磨きに関するお話、親子で歯磨き練習、質疑応答

【持ち物】お子さんの歯ブラシ・タオル

【問合せ】子育て支援センター
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【場　所】子育て支援センター　わくわくルーム
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【持ち物】お子さんの歯ブラシ・タオル

【問合せ】子育て支援センター

予約不要です。開始時間までにお越しください。予約不要です。開始時間までにお越しください。

※新型コロナウイルスの影響により延期や中止になる場合があります。※新型コロナウイルスの影響により延期や中止になる場合があります。

  歯磨きを
嫌がる時は？

歯磨き粉は使った
 ほうがいいの？

     　むし歯に
ならないためには？

子育て支援センター（みほふれ愛プラザ内）☎０２９－８８５－６５１１＊午前９時３０分～午後６時（日曜・祝日休館）
問合せ


